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�愛媛県告示第４１５号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号

公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

�愛媛県告示第４１６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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開 催 日 場 所

令和６年６月１４日（金） 八幡浜市保内町宮内１番耕地１１８番地
八幡浜市文化会館「ゆめみかん」

令和６年８月７日（水） 四国中央市土居町入野９３９番地
土居文化会館「ユーホール」

令和６年１１月５日（火） 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター

令和６年１１月６日（水） 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

アイリス薬局三津店 松山市若葉町７番２２号 ステイゴールド株式会社 松山市白水台２丁目１２番
地２

代表取締役
野 � 弘 来

精神通院医療（薬
局）

令和６年
３月１日

ミライノ薬局三島中央店 四国中央市三島中央五丁
目９－４８ 株式会社ミライノ薬局 四国中央市下柏町７５６－

１
代表取締役
向 井 正 和

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

ミライノ薬局土居店 四国中央市土居町土居８５
６番地 株式会社ミライノ薬局 四国中央市下柏町７５６－

１
代表取締役
向 井 正 和

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

ココロ調剤薬局なかぞね
店

四国中央市中曽根町５０６６
番２ 株式会社ＴＲＮ 香川県さぬき市寒川町石

田東甲１７３番地
代表取締役
� 村 昭 世

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

クオール薬局中之庄店 四国中央市中之庄町５７７
－１１ クオール株式会社

東京都港区虎ノ門４－３
－１ 城山トラストタワ
ー３７階

代表取締役
柄 澤 忍

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

クオール薬局四国中央２
号店

四国中央市上分町７８８番
地１ クオール株式会社

東京都港区虎ノ門４－３
－１ 城山トラストタワ
ー３７階

代表取締役
柄 澤 忍

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第５０６号 令和６年５月７日

令和６年５月７日火曜日 第５０６号
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�愛媛県告示第４１８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� （８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［（チオフ

ェン－２－イル）カルボニル］－９，１０－ジデヒドロエルゴリ

ン－８－カルボキシアミド及びその塩類

� 前号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第６号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和６年５月８日
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�愛媛県告示第４１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市神拝土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�愛媛県告示第４１７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社ｍｉｌｌ 東京都三鷹市新川一丁目
１０番３３号

代表取締役
磯 野 拓 也

児童・思春期訪問看護ス
テーションミルまる 今治市山口乙１－３ 精神通院医療 令和６年

４月１日

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 加 地 一 貴 四国中央市中之庄町１６８４－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 川 賢 二 四国中央市川之江町３０８７－６

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１－１０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 雅 好 西条市喜多川６９９

〃 田 坂 廣 志 西条市喜多川５２７

〃 上 路 茂 西条市喜多川６８４

〃 松 本 茂 樹 西条市喜多川５２９

〃 徳 永 俊 治 西条市樋之口１７３－３

〃 田 坂 邦 夫 西条市樋之口１１９－１

〃 松 本 啓 介 西条市喜多川５４７－１１

〃 井 上 和 博 西条市樋之口３４２－３

〃 松 本 麻 市 西条市明屋敷４１０－３

〃 安 永 順 一 西条市喜多川１０３

〃 安 永 賢 西条市喜多川１０４

〃 石 川 定 克 西条市喜多川６７

〃 山 路 健 西条市神拝甲２１６－３

〃 白 石 光 雄 西条市神拝甲４２０－３

〃 山 地 保 典 西条市古川甲１２８－２

〃 山 戸 圭 子 西条市古川甲１３６－３

〃 山 地 美知一 西条市古川甲１４７

監 事 塩 見 �米馬 西条市明屋敷６３６

〃 薦 田 豊 西条市神拝甲２９２

〃 高 橋 豊 重 西条市朔日市６１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 雅 好 西条市喜多川６９９

〃 田 坂 廣 志 西条市喜多川５２７

〃 上 路 茂 西条市喜多川６８４

〃 松 本 義 之 西条市樋之口１７４－２

〃 徳 永 俊 治 西条市樋之口１７３－３

〃 田 坂 邦 夫 西条市樋之口１１９－１

〃 上 路 利 春 西条市樋之口１１５

〃 井 上 隆 西条市樋之口３２７

〃 松 本 麻 市 西条市明屋敷４１０－３

〃 安 永 順 一 西条市喜多川１０３

〃 藤 田 孝 明 西条市喜多川１０７

〃 山 路 健 西条市神拝甲２１６－３

〃 白 石 光 雄 西条市神拝甲４２０－３

〃 薦 田 豊 西条市神拝甲２９２

〃 山 地 保 典 西条市古川甲１２８－２

〃 青 木 和 夫 西条市古川甲２４－１

〃 山 地 美知一 西条市古川甲１４７
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�愛媛県告示第４２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

上分町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

�������
�愛媛県告示第４２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

退 任

�������
�愛媛県告示第４２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市治良丸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和６年５月７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

監 事 塩 見 �米馬 西条市明屋敷６３６

〃 石 川 篤 志 西条市喜多川９３

〃 高 橋 豊 重 西条市朔日市６１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３

〃 桑 城 政 子 四国中央市上分町５０５

〃 石 川 登 四国中央市上分町１２０４

〃 眞 鍋 邦 宏 四国中央市上分町６８７

〃 石 川 啓 二 四国中央市妻鳥町２６５５－１

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

〃 � 保 至 四国中央市上分町５６５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２－１

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 石 川 登 四国中央市上分町１２０４

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３

〃 桑 城 政 子 四国中央市上分町５０５

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 井 川 徳 治 四国中央市妻鳥町２６７４

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 浦 廣 志 新居浜市山田町５－７

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 飯 塚 信 也 新居浜市政枝町一丁目５番１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 本 � 幸 新居浜市萩生２５０５番地

〃 伊 藤 � 美 新居浜市大永山１２番地

〃 伊 藤 昭 博 新居浜市萩生２８８２番地の７

〃 井 原 裕 也 新居浜市萩生２４１１番地の７４

〃 福 本 薫 新居浜市萩生２５１０番地の１

〃 野 田 厚 新居浜市萩生２６０４番地の２

〃 徳 永 省 一 新居浜市萩生２３０４番地の２

〃 � 橋 秀 実 新居浜市萩生２２３９番地

〃 秦 文 広 新居浜市萩生５０１番地

監 事 福 本 明 正 新居浜市萩生２５０３番地

〃 伊 藤 篤 志 新居浜市萩生２９１８番地の１０

〃 黒 瀬 文 生 新居浜市萩生２４９６番地の４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 本 � 幸 新居浜市萩生２５０５番地

〃 伊 藤 義 則 新居浜市大永山２２番地

〃 伊 藤 篤 志 新居浜市萩生２９１８番地の１０

〃 西 原 忠 次 新居浜市萩生２４２８番地の１

〃 福 本 保 新居浜市萩生２４９７番地

〃 野 田 厚 新居浜市萩生２６０４番地の２

〃 徳 永 省 一 新居浜市萩生２３０４番地の２

〃 � 橋 道 子 新居浜市萩生２２４８番地

〃 矢 野 裕 治 新居浜市萩生８０４番地の９

監 事 福 本 明 正 新居浜市萩生２５０３番地
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公 告

人事委員会規則

�������
�愛媛県告示第４２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市富�土地改良区の定款の変更を認可した。
令和６年５月７日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�公 告

毒物劇物取扱者試験の実施について

愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）第

４条第１項の規定により、令和６年毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和６年８月２９日（木）１３時３０分

２ 試験の場所

愛媛県県民文化会館（愛媛県松山市道後町２丁目５－１）

３ 受験願書の提出期間

令和６年６月１７日（月）から２８日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、中予保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

�愛媛県告示第４２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会規則１３―１９２
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年５月７日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３―１６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

〃 黒 瀬 文 生 新居浜市萩生２４９６番地の４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙１番１４から

同町菅田字漆谷乙８２５番２まで

旧 ６．０～１３．１ ０．２１

新 ５．３～８．１ ０．２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙１番１４から

同町菅田字漆谷乙８２５番２まで
令和６年５月７日



愛 媛 県 報令和６年５月７日 第５０６号

３７０

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

機 関 職 機 関 職

省略 省略

知

事

部

局

本庁 部長 営業本部長 防災安全

統括部長 デジタル変革担当部長 少子化対

策・女性活躍統括部長 理事 局長 営業副

本部長 秘書広報統括監 医療政策監 技術

監 営業本部マネージャー 建築審査専門監

えひめ野球文化推進監 文化振興推進監

サイクリング誘客推進監 危機管理監 環境

技術専門監 原子力安全対策推進監

水資源・ダム政策監 医監 高速道路推進監

技幹 課長 室長 課長補佐 所長 主幹

営業主幹 専門員（秘書課及び財政課に属

するもの、人事及び給与の企画を専門事項と

するもの並びに人事係、組織定員係及び法令

係が所掌する事務の全部又は一部を専門事項

とするものに限る。） 秘書 検査班長 船

長 主計係長 調整管理係長 人事係長 組

織定員係長 福利健康係長 共済・年金係長

報道係長 法令係長 表彰係長 担当係長

（秘書課及び総合政策課に属するもの（総合

政策課にあつては、調整管理係に属するもの

を除く。）、予算、庁舎管理、人事及び給与

の企画、庁内業務改革の推進 、広報プロモ

ーション並びに広聴を担当するもの並びに人

事係及び福利健康係が所掌する事務の一部を

管理するものに限る。） 主任（秘書課及び

財政課並びに人事係、組織定員係及び法令係

に属するもの並びに人事及び給与の企画を担

当するものに限る。） 主事（秘書課及び財

政課並びに人事係、組織定員係及び法令係に

属するもの並びに人事及び給与の企画を担当

するものに限る。）

知

事

部

局

本庁 部長 営業本部長 営業統括部長 防災安全

統括部長 デジタル変革担当部長 福祉政策

統括監 理事 局長 営業副

本部長 秘書広報統括監 医療政策監 技術

監 営業本部マネージャー えひめ野球文化

推進監

サイクリング誘客推進監 危機管理監 環境

技術専門監 原子力安全対策推進監 感染症

対策調整監 少子化対策推進マネージャー

水資源・ダム政策監 医監 高速道路推進監

技幹 課長 室長 課長補佐 所長 主幹

営業主幹 専門員（秘書課及び財政課に属

するもの、人事及び給与の企画を専門事項と

するもの並びに人事係、組織定員係及び法令

係が所掌する事務の全部又は一部を専門事項

とするものに限る。） 秘書 検査班長 船

長 主計係長 調整管理係長 人事係長 組

織定員係長 福利健康係長 共済・年金係長

報道係長 法令係長 表彰係長 担当係長

（秘書課及び総合政策課に属するもの（総合

政策課にあつては、調整管理係に属するもの

を除く。）、予算、庁舎管理、人事及び給与

の企画、庁内働き方改革の推進、広報プロモ

ーション並びに広聴を担当するもの並びに人

事係及び福利健康係が所掌する事務の一部を

管理するものに限る。） 主任（秘書課及び

財政課並びに人事係、組織定員係及び法令係

に属するもの並びに人事及び給与の企画を担

当するものに限る。） 主事（秘書課及び財

政課並びに人事係、組織定員係及び法令係に

属するもの並びに人事及び給与の企画を担当

するものに限る。）

出

先

機

関

省略 出

先

機

関

省略

子ども

療育セ

ンター

所長 事務局長 副所長 事務局次長 看護

部長 看護主幹

子ども

療育セ

ンター

所長 事務局長 副所長 事務局次長 看護

部長

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

令和６年５月７日 発行


